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序論 都市計画マスタープランについて 

１ 都市計画マスタープランの役割 

都市計画マスタープランとは、都市計画法第 18 条の 2 に規定される『市町村の都市計画に

関する基本的な方針』であり、住民に最も近い立場である市町村が、住民の意見を反映しな

がら策定するものです。 

「一宮市都市計画マスタープラン」は、市の上位計画である「第７次一宮市総合計画」や

県が定める「尾張都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(尾張都市計画区域マスタープラ

ン)」などの計画に即し、都市全体及び地域別の将来像を示すもので、今後、個別具体の都市

計画を行うための基本的な方針となります。 

なお、県や近隣市などとの広域的なまちづくりを推進する際には、本マスタープランに基

づき、連携･調整を行っていきます。 

２ 改定の背景 

我が国では 2005 年(平成 17 年)頃より、「人口減少社会」が叫ばれ、2015 年(平成 27 年)の

国勢調査結果で初めて総人口が減少しました。そういった現状から、今後のまちづくりは、

人口減少やそれに伴う少子高齢化の進行に対応することが求められています。 

本市においては、2009 年（平成 21 年）６月に策定した現行の都市計画マスタープランの目

標年次が 2020 年(令和２年)であり、その目標年次に近づいてきています。また、平成 30 年

度から 10 年間を計画期間とした「第７次一宮市総合計画」が策定され、「尾張都市計画区域

マスタープラン」が 2019 年（平成 31 年）３月に改定されました。 

以上のような背景を踏まえ、多拠点ネットワーク※型都市の構築を目標とした都市計画マ

スタープランの改定を 2020 年（令和２年）６月に行いましたが、その後、都市の骨格に係る

名岐道路などの都市計画決定に関する手続が進められていることや、名神高速道路における

尾張一宮パーキングエリアをスマートインターチェンジ※優先検討箇所と位置付けしたこと

などに対応するため、計画の見直しを行うものです。また、見直しにあたっては、現況整理

の見直しや計画改定からの社会情勢の変化にも対応することとします。 

「※」：解説がある用語 
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３ 社会情勢の変化 

計画の見直しにあたっては、計画策定当初からの社会情勢の変化への対応を踏まえること

とします。

(１) ニューノーマルへの適応

■市民一人ひとりの多様なニーズに的確に応えるべく、「人間中心・市民目線のまちづくりを深

化」させることやニーズに対応して機敏かつ柔軟に施策を実施する「機動的なまちづくりを

実現」することが重要です。 

■地域の資源として存在する官民の既存ストック※（都市アセット）を最大限に利活用し、市民

のニーズに応えていくことが重要です。 

・新型コロナ危機を契機とし、デジタル化の進展も相まって、テレワーク※の急速な普及、

自宅周辺での活動時間の増加など、人々の生活様式は大きく変化（ニューノーマル※）し

ました。 

・ワークライフバランス※の重視など、「働き方」や「暮らし方」に対する意識や価値観も変

化・多様化しています。 

出典：国土交通省「デジタル化の急速な進展やニューノーマルに対応した都市政策のあり方検討会  

中間とりまとめ（概要）」（2021 年（令和３年）４月） 
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(２) 居心地が良く歩きたくなるまちなか創出の推進

■居心地が良く、歩きたくなるまちなかの創出を目指し、道路、駅前広場等の公共空間を活用

するなど、地域が主体となる多くの魅力ある多様な取組により、民と官の多様な連携・共鳴

による可能性豊かなまちづくりを進めることが重要です。 

・人口減少や少子高齢化が進み、地域の活力の低下が懸念されるなか、都市の魅力を向上さ

せ、まちなかのにぎわいを創出するため、「居心地が良く歩きたくなるまちなか」を形成

し、多くの人材の出会いと交流により、地域の消費と投資、雇用を生み出すことで、豊か

で成熟した生活を実現する「都市空間」へと再生していくことが求められています。 

■居心地が良く歩きたくなるまちなかのイメージ 

出典：国土交通省「都市の多様性とイノベーションの創出に関する懇談会中間とりまとめ」（2019 年（令和元年）６月） 
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(３) カーボンニュートラルの宣言

■「2050 年までに二酸化炭素実質排出量ゼロ」を目指し、市民・事業者・行政が協働し、一体

となって脱炭素社会の推進と気候変動への適応の課題について果敢に取り組むことが重要で

す。 

・2015 年に合意された「パリ協定」では、「世界の気温上昇を産業革命以前と比較して 2℃

より十分低く保つとともに 1.5℃に抑える努力を追求する」ことが国際的な目標とされ、

我が国においても、「2050 年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわ

ち 2050 年カーボンニュートラル※、脱炭素社会の実現を目指す」ことを宣言しました。 

・環境に対する意識が世界的に高まっていくなかで、将来にわたって一宮市の豊かな環境を

次世代に引き継ぐ必要があります。そこで、一宮市は「2050 年までに二酸化炭素実質排

出量ゼロ」を目指し、「いちのみやゼロカーボンシティ」を宣言しました。 

出典：一宮市 
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(４) 物流の効率化の促進

■全国的な物流の効率化に向けた取組が進められるなかで、広域交通の利便性が高い本市にお

いては、物流拠点の確保などによる物流の効率化が重要です。 

・2024 年度からトラックドライバーに時間外労働の上限規制が適用されることで、トラッ

クドライバー不足が生じる「物流の 2024 年問題」が懸念されています。 

・国土交通省では、昨今の物流分野における労働力不足や、荷主や消費者ニーズの高度化・

多様化による多頻度小口輸送の進展などに対応するため、流通業務の総合化及び効率化

の促進に関する法律（物流総合効率化法）に基づき、「２以上の者の連携」による流通業

務の省力化及び物資の流通に伴う環境負荷の低減を図るための物流効率化の取組を支援

しています。 

■流通業務総合効率化事業の例 

出典：国土交通省「物流をとりまく状況と物流標準化の重要性」（2021 年（令和３年）６月） 
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４ 都市計画マスタープランの位置づけと構成 

本マスタープランは、上位計画に即しつつ、各種関連計画との連携･整合をとりながら策定

し、大きく【全体構想】と【地域別構想】から構成されます。 

■都市計画マスタープランの位置づけ 

■全体構想と地域別構想の役割 

全体構想 
市全体の将来像を明らかにし、土地利用、都市施設及び市街地開発事業などに

関する全体的な方向性を示します。 

地域別構想 
市域を７地域にまとめ、それぞれの地域特性に応じた実践的なまちづくりの方

針を示します。 

【主な関連計画】 

●一宮市公共施設等総合管理計画 

●第３次一宮市公共交通計画 

●一宮市地域福祉計画 

●第３次一宮市環境基本計画 

●一宮市総合治水計画 

●一宮市病院事業新改革プラン 

●一宮市景観基本計画

●一宮市地域防災計画

●第２期一宮市子ども・子育て支援事業計画

●一宮市農業振興地域整備計画 

●一宮市公共下水道事業計画等 

●一宮市緑の基本計画 

●一宮市空家等対策計画 

                 など

【上位計画】 

市 

●第 7 次一宮市総合計画[一宮市自治基本条例第 10 条] 

●一宮市デジタル田園都市構想総合戦略 

[まち・ひと・しごと創生法第 10 条] 

県 ●尾張都市計画区域マスタープラン[都市計画法第６条の２] 

即す 

一宮市都市計画マスタープラン[都市計画法第 18 条の２]

調

和

一宮市立地適正化計画 
[都市再生特別措置法第 81 条]

連携 
整合 
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５ 計画の対象区域と目標年次 

本マスタープランは、都市計画区域※である本市全域を対象とします。 

また、目標年次は、おおむね 20 年後である 2040 年(令和 22 年)の都市の姿を展望した上

で、都市計画の基本的な方向を定め、道路や公園、市街地などの整備の目標については、お

おむね 10 年後である 2030 年(令和 12 年)に設定します。 

■対象区域 

資料：一宮市都市計画総括図 

対象区域 
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